
血乗分画製剤の自給率の推移（供飴童ベース）  
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平成9年以前は年次、平成10年以降は年度  



主な血渠分画製剤の自給率の推移（年度・供給量ベース）  
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乾燥人フィブリノケ■ン、血液凝固第Ⅷ因子（血液由来に限る）、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子（複合体含む）、トロンビン、乾燥濃縮人活性化プロテインC、人ハブトゲロビン  

自給率0％のもの  
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アルブミン製剤の供給量と自給率  
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免疫グロブリン製剤の供給量と自給率  
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血液凝固第Ⅷ因子製剤の供給量（遺伝子組換え型含む）  

と国内血渠由来製剤の割合  
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（組換えい国内の矧ま、平成自給を 



（資料2）  

アルブミン製剤及び免疫グロブリン製剤の国内自給の推進に向けた具体的方策  

についてのワーキンググループからの提案  

1．主として医療における使用者側での方策  

（1）アルブミン製剤の適正使用の一層の推進  

・ガイドラインの全国的な普及啓発  

・アルブミンの適正使用を含めた輸血管理料の普及啓発  

・遺伝子組換え製剤に関する医療関係者への情報提供  

（2）医療関係者に対する献血由来製剤の意義、国内自給の理念の啓発  

・任用量予測と供給可能量の試算  

・事例の収集等を通じた輸血管理料の普及啓発  

・国内献血由来製品使用医療機関の調査  

・医療機関における組織的な取組み（血液製剤の理解の促進等）  

・合同輸血療法委員会（都道府県単位）を活用した地域毎の取組み  

・関係学会における国内献血由来製品の理解促進等の活動  

（3）患者への情報提供の充実  

・インフォームドコンセントの取得に際しての説明内容等のエ夫  

・献血由来の血液製剤についての医療関係者による患者へのわかりやす  

い情報提供   

2．主として医療に提供する製造者側での方策   

（1）国内献血由来原料血祭を使用した生産の増大  

・国内献血由来製品の規格（例：アルブミンの等張製剤）の品揃え  

・遺産品を含めた各種製剤の収率アップ、コストダウン、コスト分散、  

国内未使用分の外国での利用による生産性と収益性の向上  

・免疫グロブリン製剤の効能追加等を通じた、連産品であるアルブミン  

製剤との収益性の向上  

・遺伝子組換え製剤の導入による血祭由来連産品間のバランス適正化  

・国内企業による技術導入、受託製造等による国内生産品の開発  

・外国車業者による国内献血由来原料血祭を使用した生産（外国事業者  

が国内に製造施設を持つ場合、又は、外国車業者が国外の製造施設を  

利用して一旦輸出された国内原料血渠を使用して製造し製品を再輸入  

する場合）  

・外国車業者から国内事業者への技術移転・技術協力（アライアンス）  

（2）医療関係者等に対する献血由来製剤の情報提供  

・医療関係者各位等における血液製剤（原料血渠の確保、製剤の製造過  

程、安全対策、コスト等）の理解促進への取組み   



アルブミン製剤等の国内自給の推進に向けた中長期的課題   

（今後の国内自給体制の整備に向けてワーキンググループで述べられた意見）  

○ 日本赤十字社の血液事業の安定化（製造コスト削減、安定供給等）   

○ 献血による血液事業の重要性の再認識   

○ 献血・輸血に関する医療関係者への教育の充実   

○ 医療機能評価における評価指標化   

○ 免疫グロブリンの使用動向の注視   

○ 特殊免疫グロブリン製剤への対応   

○ 遺伝子組換えアルブミン製剤導入後の状況に応じた対応   

○ 国内献血由来血渠分画製剤の海外への提供   




